
～ グ ル ー プ 保 険 ～
（リビング・ニーズ特約付、代理請求特約［Ｙ］付集団扱無配当定期保険（Ⅱ型）【生命保険】）
〔グループ保険にご加入の方が選択し、ご加入いただけます。〕
余命6か月以内と判断されるときの前払請求 
退職後も続く死亡時・高度障害時の保障

1.死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
2.保険年齢70歳までの保障が準備できます。
3.保険料は新半年払です。
※この制度には配当金および満期保険金はありません。
※個人扱で無配当定期保険（Ⅱ型）に切替えた方は申込書のプラスサポート生命保障の既加入欄には記載されませんのでご了承ください。

＜リビング・ニーズ特約＞　余命6か月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。

保 障 内 容

～退職後の保障に備えて～

全国消防プラスサポート生命保障（生命保険）の特長

詳細は加入時のパンフレットを参照ください。

【加入対象区分：本人・配偶者】

○死亡・高度障害のとき 死亡・高度障害保険金 300万円300万円

※本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。
　本人の保険金が支払われ脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。
※配偶者だけの加入はできません。本人とセットでご加入ください。

プラスサポート生命保障のお取扱い

引受会社　明治安田生命保険相互会社 公法人業務部 特定公法人業務推進室 特定公法人業務推進第１Ｇ　
〒100－0005　住所 東京都千代田区丸の内2－1－1　TEL 03－3283－3355

この制度は生命保険会社と締結したリビング・ニーズ特約付、代理請求特約［Ｙ］付集団扱無配当定期保険（Ⅱ型）契約に基づき運営します。

お 取 扱 い

ご加入者（被保険者）が保険年齢70歳になられた直後の契約応当日の前日まで
※ご退職等により被保険者が契約者となった場合、保険期間満了後は80歳まで自動更新の取扱いとなります。
※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。

保 険 期 間

6月と12月に控除します。保険料の払込み

所定の申込書に必要事項を記入押印のうえご提出ください。現在の保障内容で継続する場合は手続き不要です。申 込 方 法
ご退職等により被保険者が契約者となった場合、保険期間の満了の日の２か月前までに更新されない旨のお申し出の
ない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず80歳まで自動的に更新されます。
※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。

自動更新の取扱い

この制度を保険期間中に脱退（解約）された場合、ご加入年齢、加入期間などによっては解約返戻金が支払われる場合が
あります。解約返戻金
保険金などの受取人によるご契約の存続について
・債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から１か月を経過した日に効力を生じます。
・債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金な
どの受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと

・保険金などの受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から１か月を経過する日まで
の間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者など
に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること 

そ の 他

本人はグループ保険に加入していることが条件です。
配偶者は、本人がプラスサポート生命保障に加入していれば、プラスサポート生命保障のみで
加入できます。

新規加入はできません

意向確認【ご加入前のご確認】 プラスサポート生命保障は、以下の保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入
にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。

プ ラ ス サ ポ ー ト 生 命 保 障

※本人および配偶者の死亡保険金の受取人は被保険者にご指定いただきます。それ以外の保険金の受取人は被保険者となります。
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